
 

 

2022 年 12 月 26 日 
 
各  位 
 

上場会社名 フ ジ テ ッ ク 株 式 会 社 
代表者 代表取締役社長 岡田 隆夫 
（コード番号 ６４０６） 
問合せ先責任者

（TEL 

取締役専務執行役員財務本部長 土畑 雅志 

072‐622‐8151） 
 
 
 

株主による臨時株主総会の招集請求に関する議案の一部撤回及び招集の理由の変更 

並びに議案通知請求の撤回及び再請求に係る書面受領のお知らせ 

 

 

当社は、2022 年 12 月 6 日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」において Oasis 

Investments Ⅱ Master Fund Ltd.及び Oasis Japan Strategic Fund Ltd.より、会社法第 297 条第 1 項の規定

に基づき、臨時株主総会招集の請求（以下「本請求」といいます。）を受けた旨の開示を行っておりましたが、

2022 年 12 月 22 日、Oasis Japan Strategic Fund Ltd.（以下「当社株主」といいます。）より、本請求に関する議

案の一部撤回及び招集の理由の変更並びに議案通知請求の撤回及び再請求（以下、総称して「本請求

の修正」といいます。）に係る書面を受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 当社株主による請求者の一部修正 

（1） 請求者の一部修正 

 当社株主より、以下のとおり、請求者が一部修正されております（当社株主による修正箇所を下線で表

示しております）。 

 

修正前 修正後 

Oasis Investments Ⅱ Master Fund Ltd.及び

Oasis Japan Strategic Fund Ltd. 
Oasis Japan Strategic Fund Ltd. 

 

（2） 修正の理由 

（当社株主より提出された書面の記載を原文のまま掲載しております） 

 

令和４年 12 月１日付株主総会招集請求及び議案通知請求のうち Oasis Investments Ⅱ Master 

Fund Ltd.を名義人とする請求につきましては、当該請求が貴社に到達した時点において会社法第 297

条第１項及び会社法第 305 条第１項に定める要件を満たしていなかったことから効力が発生していない

と認識しております。よって、本書、及び本日付で別送する議案通知請求書においては、Oasis Japan 

Strategic Fund Ltd.のみを請求人としております。 

 

2. 当社株主による本請求の修正の概要 

（1） 株主総会の目的事項 

 当社株主より、以下のとおり、第２号議案に係る社外取締役候補者（深田 しおり）が撤回され、新たに

社外取締役候補者（嶋田 亜子）が追加されております（当社株主による修正箇所を下線で表示してお

ります）。 

 

 

 



 

 

修正前 修正後 

①社外取締役６名（杉田 伸樹、山添 茂、遠藤

邦夫、引頭 麻実、三品 和弘及び大石 歌

織）解任の件 

修正なし 

②以下の社外取締役７名選任の件 

社外取締役候補者  浅見 明彦 

同            深田 しおり 

同            トーステン・ゲスナー 

（Torsten Gessner） 

同            クラーク・グラニンジャー

（Clark Graninger） 

同            金子 裕子 

同            海野 薫 

同            ライアン・ウィルソン 

（Ryan Wilson） 

②以下の社外取締役７名選任の件 

社外取締役候補者  浅見 明彦 

同            トーステン・ゲスナー 

（Torsten Gessner） 

同            クラーク・グラニンジャー

（Clark Graninger） 

同            金子 裕子 

同            海野 薫 

同            ライアン・ウィルソン 

（Ryan Wilson） 

同            嶋田 亜子 

③社外取締役の個人別の基本報酬額決定の件 修正なし 

④社外取締役に対する事後交付型株式報酬の

付与の件 
修正なし 

⑤社外取締役に対する株価条件付事後交付型

株式報酬の付与の件 
修正なし 

⑥取締役（社外取締役を除く）に対する事後交付

型株式報酬の付与の件 
修正なし 

 

（2） 招集の理由 

 当社株主より、（1）記載の株主総会の目的事項の第 1 号乃至第 6 号の全ての議案について、招集の

理由が修正されております。修正内容は、2022 年 12 月 22 日に当社株主より受領した書面を原文のま

ま別紙として添付しておりますので、ご参照ください。 

 

（3） 議案通知請求 

当社株主より、本請求に係る議案通知請求が撤回され、改めて修正後の議案に係る議案通知請求が

再請求されております。 

 

（4） 本請求の修正の理由 

（当社株主より提出された書面の記載を原文のまま掲載しております） 

 

 このたび、諸般の事情により、12 月１日付請求書記載の「１ 株主総会の目的である事項」記載の株主

総会の目的事項及び「２ 招集の理由」記載の議案の要領を若干修正することと致しました。 

 

3. 本請求の修正への会社の対応方針 

当社としては、当社株主から本請求後間もなく、具体的な理由が示されることなく社外取締役候補者の撤

回がなされるとともに、請求者の変更、株主総会の目的事項及び招集の理由の大幅な修正がなされたこと

は、本請求が真摯に検討された上でなされたものか疑問を感じずにはいられません。 

しかしながら、当社としては、本請求について株主の皆様のご判断を仰ぐべく、2022 年 12 月 15 日付「臨

時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において開示いたしましたとおり、2022 年 12 月

31 日を基準日とし、2023 年２月中に臨時株主総会を開催する方針を維持し、本臨時株主総会に向けた準

備及び検討を進める所存です。 

なお、臨時株主総会の開催日その他臨時株主総会に係る詳細及び当社株主の提案に対する当社の意

見に関しましては、決定次第、速やかに開示いたします。 

 

以 上 
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